
指名停止措置業者名及び住
所

指名停止の期間
つくば市入札参加
指名停止措置要綱

該当条項等
 事実概要

株式会社満重機土木 令和６年（2024年）３月26日から

代表取締役　佐藤　崇 令和６年（2024年）５月25日まで

茨城県つくば市花畑一丁目１５
番地５

（２か月間）

公洋建設株式会社 令和６年（2024年）３月26日から

代表取締役　青山　美奈子 令和６年（2024年）５月25日まで

茨城県つくば市沼崎２４９１－２ （２か月間）

つくば市入札参加指名停止等措置要綱の規定に基づき、下記業者に対し指名停止を行います。

指名停止措置の概要

「つくば市入札参加指
名停止等措置要綱」
第２条第１項別表第１
第４項「安全管理措置
の不適切により生じた
公衆損害事故」第１号
ウ

（株）満重機土木及びその下
請負業者である公洋建設
（株）は、つくば市発注の「５市
起道維第10号栗原地区道路
改良舗装工事」において、令
和６年(2024年)２月12日、安
全管理措置が不適切であっ
たため、当該工事現場に立ち
入った歩行者が、作業中の重
機と接触し、全治１か月以上
の重傷を負わせる事故を生じ
させた。


